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 政府は、本法に基づく部落差別の解消に関する施策について、世代間の理解の

差や地域社会の実情を広く踏まえたものとなるよう留意するとともに、本法の

目的である部落差別の解消の推進による部落差別のない社会の実現に向けて、

適正かつ丁寧な運用に努めること。 


